
午　　前 午　　後 夜　　間 昼　　間 午後・夜間 全　　日

　９時から １３時から １８時から 　９時から １３時から 　９時から

１２時まで １７時まで ２２時まで １７時まで ２２時まで ２２時まで

平　日 17,420 27,720 35,640 40,620 57,020 68,660

土曜日

日曜日

休　日

平　日 5,080 8,080 10,390 11,840 16,630 20,020

土曜日

日曜日

休　日

展示ホール 練習利用 2,540 4,040 5,190 5,920 8,310 10,010

リハーサル室 ( 80) 2,170 3,460 4,450 5,070 7,120 8,580

練 　習　 室 (  6) 790 1,260 1,620 1,840 2,590 3,120

楽 　屋　 １ ( 20) 1,030 1,660 2,130 2,420 3,410 4,100

楽 　屋　 ２ (  2) 960 1,540 1,980 2,250 3,160 3,800

楽 　屋　 ３ (  2) 960 1,540 1,980 2,250 3,160 3,800

楽 　屋　 ４ ( 20) 690 1,110 1,440 1,610 2,280 2,750

講 師 控 室 (  2) 570 920 1,180 1,340 1,890 2,270

控 室 ２ F (  3) 570 920 1,180 1,340 1,890 2,270

会 議 室 １ ( 50) 1,370 2,180 2,820 3,200 4,510 5,420

会 議 室 ２ ( 50) 1,370 2,180 2,820 3,200 4,510 5,420

会 議 室 ３ ( 40) 1,030 1,660 2,130 2,420 3,410 4,100

会 議 室 ４ ( 18) 690 1,110 1,440 1,610 2,280 2,750

会 議 室 ５ (  9) 690 1,110 1,440 1,610 2,280 2,750

和 　室　 １ ( 20) 1,030 1,660 2,130 2,420 3,410 4,100

和 　室　 ２ (  6) 570 920 1,180 1,340 1,890 2,270

１　利用者が営利（営業、宣伝等を含む。以下同じ。）の目的で利用する場合は、 　　３　利用時間を超過して利用する場合は、超過する時間１時間につき当該利用

　　利用区分に係る利用料金を次のとおりとする。 　　　　区分（昼間の場合は「午後」、午後・夜間又は全日の場合「夜間」）に係る基

　　　基本利用料金×３ 　　　　本利用料金に40％を乗じて得た額を加算する。この場合、１時間未満は１時

２　利用者が営利を目的としないが、入場料等を徴収する場合は、利用区分に 　　　　間とみなす。

　　係る利用料金を次のとおりとする。 　　４　大ホールのステージのみを練習のために利用する場合は、リハーサル室の利

　　(1) 入場料等の額が3,000円以下の場合 　　　　用料金を適用する。

　　　　基本利用料金×１.３ 　　５　平日に楽器の練習等のために展示ホールを利用する場合は、利用料金を半

　　(2)入場料等の額が 3,001円以上の場合 　　　　額とする。

　　　　基本利用料金×１.５ 　　６　利用料金の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

　　(3) 受講料等を徴収する定期的な教室、講座等の場合 　　７　休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

　　　　基本利用料金×１.５ 　　　　日をいう。

下 松 市 文 化 会 館 利 用 料 金　（令和元年１０月１日施行）

区  　分

基　本　利　用　料　金

大ホール
（１００７） 21,780 34,650 44,550 50,780 71,280 85,830

25,010

（単位：円）

展示ホール
（３００） 6,340 10,100 12,980 14,800 20,770



大ﾎｰﾙ 展示ﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ 展示ﾎｰﾙ 会議室等

所 作 台 １台 190 ハ ン ガ ー １台 50 50

平 台 １台 130 照 明 調 整 卓 １台 1,100 1,100

移 動 用 台 車 １台 130 Ｄ Ｍ Ｘ コ ン ト ロ ー ラ １式 1,100 1,100

仮 設 花 道 鳥 屋 囲 １式 330 フ ァ ン １台 330 330

ヒ ナ 段 ケ コ ミ １間 70 ３ 点 吊 り マ イ ク １式 660

金 屏 風 （ ６ 曲 ） １双 990 990 エ レ ベ ー タ ー マ イ ク １式 660

緋 毛 氈 １枚 130 130 ワイヤレスマイク装置 １式 790 790 マイク別料金

地 絣 １枚 1,320 ワイヤレスマイク装置 １式 790 マイク２本付

上 敷 ゴ ザ １枚 60 60 Ｃ Ｄ プ レ ー ヤ ー １台 660 660 660

バ レ エ 用 シ ー ト １式 4,450 Ｍ Ｄ プ レ ー ヤ ー １台 660 660

譜 面 台 （ 指 揮 者 用 ） １台 60 60 Ｄ Ｖ Ｄ プ レ ー ヤ ー １台 660 660 660

譜 面 台 （ 演 奏 者 用 ） １台 30 30 Ｓ Ｄ レ コ ー ダ ー １台 550 550

音 響 反 射 板 １式 3,300 ＣＤ・ＭＤプレーヤー １台 1,100 1,100

紗 幕 １式 550 音 響 調 整 卓 １台 1,100 1,100

ジ ョ ー ゼ ッ ト 幕 １式 550 移 動 用 音 響 調 整 卓 １台 1,100

ド ラ イ ア イ ス マ シ ン １台 660 ドライアイス別 舞 台 袖 ミ キ サ ー １台 660 660

ス モ ー ク マ シ ン １台 660 660 スモーク液別 マ イ ク １本 110 110 110 ｽﾀﾝﾄﾞ･ｹｰﾌﾞﾙ付

フ ッ ト ラ イ ト １列 550 60W×84 マ イ ク ス タ ン ド １本 50 50 50

花 道 フ ッ ト ラ イ ト １列 330 60W×36 マ イ ク ケ ー ブ ル １本 50 50 50

シー リングスポッ ト ラ イ ト １列 1,100 １KW×36 マ ル チ Ｂ Ｏ Ｘ １台 110 110

ロ ア ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト １列 1,100 300W×88 マ ル チ ケ ー ブ ル １本 110 110

アッパーホリゾン ト ラ イ ト １列 1,100 500W×72 マ ル チ 変 換 コ ー ド １本 110 110

ボ ー ダ ー ラ イ ト １列 1,100 150W×81 Ｐ Ａ 用 効 果 機 器 １台 220 220

サスペンションフライダクト １列 330 パ ワ ー ア ン プ １台 220 220 220 会議室等はスピーカー込

フ ロ ン ト サ イ ド ラ イ ト １式 1,100 １KW×32 PAスピーカー(フロント) １台 220 220

フ ォ ロ ー ス ポ ッ ト ラ イ ト １台 1,100 ２KW　クセノン PAスピーカー(はね返り) １台 110 110

シ ー リ ン グ フ ラ イ ダ ク ト １列 160 移 動 イ ン カ ム １式 1,100 1,100

ロ ア ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト １列 550 LEDマルチ レ ク チ ャ ー ア ン プ １台 660 660

アッパーホリゾン ト ラ イ ト １列 550 LEDマルチ グ ラ ン ド ピ ア ノ D-274 １台 6,600 調律代別

サスペンションフライダクト １列 160 グランドピアノ CF-Ⅲ S １台 3,300 調律代別

フ ォ ロ ー ス ポ ッ ト ラ イ ト １台 550 400W　ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞ グ ラ ン ド ピ ア ノ C-227 １台 3,960 3,960 調律代別

ス ポ ッ ト ラ イ ト １ KW １台 130 130 大ﾊﾛｹﾞﾝ　展LED グ ラ ン ド ピ ア ノ KG-3N １台 1,650 1,650 調律代別

ス ポ ッ ト ラ イ ト 500W １台 60 60 大ﾊﾛｹﾞﾝ　展LED ＨＤビデオプロジェクター １台 1,100

ソ ー ス フ ォ ー １台 300 300 ビデオプロジェクター １台 660 660 660

エ フ ェ ク ト マ シ ン １台 1,320 1,320 レ ー ザ ー ポ イ ン タ ー １本 220 220 220

バ ン ド ア １台 50 50 照 明 持 込 み １KW 110 110 110

照 明 器 具 ス タ ン ド １台 50 50 音 響 持 込 み １KW 110 110 110

照 明 効 果 器 具 １台 50 50 そ の 他 電 源 利 用 １KW 110 110 110

種　　　類 単位
金　　額

備　　考

付属設備及び備品利用料金（令和元年１０月１日施行）

※利用料は、午前・午後・夜間の区分ごとにいただきます。午前と午後、午後と夜間の

　場合は×２、全日の場合は×３となります。

種　　　類 単位
金　　　額

備　　考


